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市内の寺院や町家で短期間滞在のモニタリングを行います 

＜事業名＞寺院と町家を活用した滞在型観光による地域再生 

プロジェクト事業 

                   補正予算額 ８，０００千円 

                 

１ 事業概要 

(1) 目的 

   市内に数多く残る歴史的資源である町家等の空き家や寺院を活用して宿泊機能

の再生を図ります。 

(2) 背景 

   かつては多くの人々が行き交い、賑わいのある町であったが、歴史ある町家は

空き家となり、取り壊されるものも増え、風情ある街並みが急速に失われつつあ

ります。現在でも年間150万人の参拝客が訪れる門前町ではあるものの、交通手段

の発達等で、日帰り客がほとんどを占めるようになったことから宿泊機能が失わ

れ、イベント等で一時的な賑わいを創出しても、町を復興する効果的な解決方法

とはなり得ない状態となっています。 

(3) 内容 

   市内に宿泊施設を確保し、滞在時間を延ばすことにより、人の流れを生み出し、

まちの雇用、賑わいを創出するため、今年度は、市内寺院や町家に短期間滞在し

ていただくモニター募集を実施し、その行動、経路等をモニタリング調査するこ

とで、次年度への条件整理を行います。 

   その準備として、市内に多く残る寺院の宿泊設備調査、空き家となっている町

家を滞在型施設としての仮整備を実施します。 

 

２ 予算内訳 

滞在型観光地域再生プロジェクト事業委託料 ８，０００千円 

   

３ 参考事項 

事業費の財源として、国の「地方創生推進交付金」の活用を予定しています。 

国交付金は２分の１。 

 

平成28年８月23日（火） 

津島市建設産業部産業振興課（横井、村松、神田） 

電話番号0567-24-1111(内線2450、2451、2452） 


